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一報 告 一

福祉施設 に通 う知的障害者の体調不 良を発見す るための方策

日隠 七重*・ 鈴木 純 恵**

要 旨

知的障害者は 自分の体調の変化を正確 に表現する ことが困難な場合があるため、知的障害者の健康管

理には施設職員の観察や判断が不可欠で ある。本研究 において、知的障害者が通所 している某作業所(福

祉施設)の 職員9名 への半構造化面接 を通 して、そ の施設を利用している知的障害者の変調を早期 に発

見す るための方策を明らかにす ることを試みた。

その結果、職員は訴えのない知的障害者の変調を早期発見す るためには、まず、健康ファイルの活用

等の6項 目の手がか りをもとに対象者の通常の様子 を把握 し、対象者に起 こりそ うな変調を予測 して関

わって いた。次に、変調を発見 した後、丁寧な問診 と触診等の5項 目の情報収集方法をもとにその原因

を判断していた ことが明 らか になった。しかし、利用者のもつ障害の特異性な どか ら変調の発見やその

原 因を特定す ることは困難で あり、職員の経験をもとにした推察 に頼 るところが大きかった。そのため、

経験の豊かさを異にする職員間の観察やアセスメ ントを共有す ることが重要であることが示唆された。

キーワー ド:知 的障害者(mentallydeficientperson)、 体調(healthcondition)、

方策(measures)、 福祉施設(welfareworkactivitycenter)

*熊本市健康福祉局健康政策部東保健福祉センター 轡 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
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1.は じ め に

知的障害者は 自分で体 調の変化に気付き、それ

を言葉で正確 に表現する ことが難 しい場合があ

る。訴えが全 くない人や、訴えがあっても、それ

が正確ではな い人の体調の異常を見極めることは

困難である。そ のため、知的障害者の健康管理 に

は施設職員の観察や判断が不可欠である。

福祉施設に入所または通所 している知的障害者

の長期 にわたる健康状態 の実態把握(生 活習慣病

の罹患率等)は すでに研究が進んでお り1)～3)、そ

れをもとに知 的障害者の長期的な健康管理のため

の取 り組みが各福祉施設で行われて いる4)。しか

し、知的障害者 の 日々の体調不良を発見するため

の方策を体 系化 した研究は少な く、知的障害者の

体調不良を発見するための気付きは、現場職員の

経験に頼 るところが大きいのではないか と考え

た。長年知的障害者 とかかわ ってきた職員は、経

験を通 して独 自の観察ポイン トを培ってきている

のではないか と考える。

臨床実践 に埋 もれた知識 を体系化 しようとした

べナー5)は 、「経験」をあ らかじめ持って いる考

えや概念を実践する中で洗練することや検証する

ことによって結果的に生じてくるもの と述べてい

る。そ こで、本研究では 「経験」 を、厂実践の積

み重ねか らの学 び」と定義し、施設において専門

家である職員が獲得 してきた「経験」に着 目した。

知的障害者の体調管理を行ってきた職員にインタ

ビューを行 い、知的障害者の体調不良を発見する

ための方策を明 らかにす ることを試みた。

Ii.目 的

本研究では、訴えのない知的障害者の体調不良

を施設の職員が早期発見するための視点や方策を

明 らかにする ことを目的とした。

lll.用 語 の 定 義

本研究 にお いて、職員 の面接を通 して、職員が

知的障害者の体調の見極 め検討を、通常の状態、

通常 とは違 う状態(変 調)、 異常な状態 に分けて

行っていた。そ こで、これ らの用語 を以下のよう

に定義した。

1.通 常 の状態

WHOに よる と、健康 とは 「完全なる肉体的、

精神的及び社会的福祉の状態であ り、単に疾病 ま

たは病弱の存在 しな いことではない」6)と ある。

知的障害者の中には先天的あるいは後天的に身体

障害や精神 障害、疾病を合併 しているケースがあ

る。今回はそのような障害 を 「健康でない状態」

とはせず、その人にとって安定 した状態 を 「通常

の状態」とする。障害や疾患の悪化や、新たに疾

病が生 じることを「健康でない状態」と定義する。

2.変 調

変調 とは、通常 とは違 う状態である。NANDA

(NorthAmericanNursingDiagnosis

Association;北 米看護診断協会)で は 「『…の変

調altered』 という言葉が漠然 とした変化 しか表

していない」7)とある。そ こで、本研究では変調

を健康状態の変化 と同義 として使用 し、良い変

化、悪い変化の どち らの可能性 もあることとす

る。

3.異 常

異常とは、「通常 とはちがっていること。・・…

▽好ましくない意 を込 めて使 うことが多 い」8)で

ある。ここでは、健康状態 について、異常 という

ときは、単に通常 と違 うというだけでな く、確実

に何か悪い状態が存在 していることを表わす。ま

た、病気 の診断 まで に至 らないような、日常の体

調の悪化(例 えば疲労か らくる発熱)に ついて も

「異常」とする。

4.気 分

気分 とは、「精神生活の全般 を彩 る感情状態で

ある」9)である。本研究の中では、知的障害者の

変調は彼 らの行動や表情の変化か ら判断されてい

た。つま り、職員が利用者の異常を発見 したとき

は、可視的な変化か ら異常か、もしくは単なる気

分の変化なのかを職員は見極めていた。そ こで、

本研究では気分 を健康状態に関係のない気持ち と

定義する。

iv.方 法

1.研 究対 象

研究対象は、某知的障害者通所授産施設(以 下

作業所)の 職員9名 であ り、男性3名 、女性6名

であった。作業所の職員は全員で24名(男 女比1:

1)で あ り、作業所へ の通所者は18歳 か ら61歳(

平均年齢35歳)ま での知的障害者(以 下利用者)54

名(男 女比1:1)で あった。知的障害の程度はほ

とんどが療育手帳でA(重 度)判 定と認定 されて

いた。作業所では障害の内容や程度、作業への適

性から作業 グループを4つ に分 けられていた。作

業グループは、①1日 戸外労働班(1日 中戸外で主
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に花壇の植え付けや公園清掃に従事するグループ

)、②1日 戸外 ・室内労働班(そ の 日の体調に合わ

せて戸外 と室内の作業を選択して取 り組むグルー

プ)、③1日 室内労働班(1日 中室内で主に内職の

仕事 をす るグループ)、 ④半 日室内労働班(半 日

だけ内職の仕事に取 り組み午後はレクリエーショ

ンをして過 ごすグループ)で あった。

2.デ ー タ収集 ・分析

作業所職員 に対 して半構造化面接 を行 った。利

用者の生活や作業所での取 り組み、職員の活動の

実際 を知 るため、面接を行 う前にその作業所にお

いて約2ヶ 月半、週1回 ボランティアとして職員

や利用者 とかかわ りを持った。その中で、施設の

方針や利用者の障害の主な内容 と程度を把握 した

上で面接 に臨んだ。

質問内容は事前に被面接者に文章で伝達 した。

以下に質問内容 を示す。

(1)利 用者の体調管理のために気をつけて いる

こと。

(2)体 調の変化 に気付 くために注意 しているこ

とがあるか、またそれは何か。
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(3)それぞれの利用者 に起 こりやす い症状や罹

患 しやすい疾患を把握 して、そ こに重点を

置いて観察 しているか。

(4)「あのときの利用者の言動は体調不良を訴え

ていたのか。」と後 になって気付いた ことは

あるか。

作業所 と被面接者の同意を得て面接内容は録音

し、逐語録 として文章化 した。利用者や職員、作

業所が特定 されないよ う配慮することを約束 し、

面接の中途拒否の 自由を保障 した。データ分析

は、逐語録か ら利用者の体調管理に関す る内容 を

抽出 した。次に、これ らの内容の類似性 によ り分

類 ・抽象化し、カテゴリー化 した。さらに、カテ

ゴ リー内の共通性をそ のカテゴリーの表題 とし

た。分析の客観性は研究者 間で研究 の全過程 を

共 同で検討する ことによ り確保 した。

V.結 果

1.被 面接者 の背景

被面接者の背景を表1に 示 した。面接時 間は一

人平均約40分 であった。場所は作業所内の空き

部屋 を利用 し、1対1で 行った。

表1被 面接者の背景

性別 年齢 職種 経験年数 職務

1 女性 40代 看護師 病棟4年 ・当施設8年 目 全体の健康管理

2 男性 30代 一般職(社会福祉主事) 当施設10年 目 1日 室内労働班班長

3 男性 20代 一般職(社会福祉士) 当施設4年 目 1日 戸外労働班班長

4 男性 30代 一般職

(社会福祉士 ・介護福祉士)

当施設5年 目 1日 戸外労働班職員

5 女性 30代 一般職(教 員免許所有) 当施設8年 目 1日 戸外 ・室内労働班

班長

6 女性 30代 一 般 職(ヘ ル パ ー) 重度知的身体障害者施設3年

当施設2年 目

半日室内労働班職員

7 女性 20代 一般職(無 資格) 当施設3年 目 1日 室内労働班職員

8 女性 20代 栄養士 当施設3年 目 給食の献立と調理

9 女性 20代 調理師 当施設4年 目 給食の調理
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2.訴 えのな い利 用者 の変調 を早期 に発見す

るため の手 がか り

知的障害や 身体障害のために変調 を自覚す る

ことや、 自発 的に訴える ことがで きない利用者

の変調 を発見 するため の手がか りを分析 した結

果、6つ のカテゴ リー に分類す る ことができた

(表2)。 以下 に6つ のカテゴ リーについて詳述す

る。

1)通 常 の様 子 を把 握 した 上で通常 との違 い

か ら変 調 に気付 く

ほとんどの職員が、利用者の様子を 「いつ もと

ちょっと違 うな」と感 じる ことか ら利用者の変調

に気付いていた。つま り職員は、利用者が通常 と

違 う行動をとる ことは、体 調不良や精神的に不安

定 になっていることを言葉で表現できないために

生じていると考 え、通常 とは違 う行動か ら利用者

の異常 に気付 くことが多かった。職員が利用者の

通常 とは違 う行動 に気付 くためには、利用者の通

常の様子を把握す る必要があった。通常の様子 を

把握す るための手段 としては、①家族 との面談 、

②家庭訪問、③ 経験豊富な職員 か らの情報収集、

④定期的なバ イタルサイ ンズの測定、⑤声か け

に対する反応 、⑥表情、視線、⑦作業への集 中

力、⑧食事 中の利 用者の様子 、⑨ 排泄 の状況、⑩

月経期間中であるか否かの観察 を行 い、利用者

に関する情報 を収集 していた。

2)壮 年期 特有 の健康 問題、原疾 患か ら注意

す る こと、起 こりやす い症状 の把 握

利用者の身体問題の一つとして、30～40歳 以

降に急激に身体機能が低下するケースが多いこと

が述べ られていた。例えば、ダウン症で心疾患や

身体障害 を重複す る障害者は、40歳代で状態が悪

化 し、亡 くなるという転帰 をとることが多 いこと

を職員は経験 して いた。また、立って歩 いていた

人が、急に膝が悪 くな り、立っ ことがで きな くな

る人 もいた。あるいは、突然低体温 になる ことや、

さらに、元気で明る く活発 に運動 していたのに、

ある 日か ら関節が硬直 して曲が らな くな り、寝た

きりで話す ことさえできな くなってしまうことも

あったことが述べ られていた。職員がダウン症 に

起こりやす い合併症を資料 にまとめて学習会を行

い、作業所全体で利用者 を見 守るようにして い

た。

また、30～40歳 という壮年期は、一般に発達

段階の特徴 として、家族が病気で入院や死亡す る

ことを経験する ことの多い時期である。利用者に

とっては、それ まで世話 をして くれていた家族が

入院 して家庭内の家族構成が変化す ると、作業へ

の集中力がな くな ることや、便失禁頻度が増える

ことなどにみ られるように、精神的な不安定 さが

生じる こともあった。

集団活動や他者とのかかわ りが苦手な利用者 も

いるため、そのような利用者に対 しては、できる

だけ一人で集中して作業に取 り組む ことができる

ようなスペースを作 るよう配慮 して いた。また、

ある作業 に強い こだわ りが ある利用者 に対 して

は、 こだわ りに固執 しすぎてパニ ック状態 に陥

り、発作を起 こす ことがないよう作業内容の調整

につ いても配慮 して いた。

3)健 康 フ ァイル の活用

健康ファイルは利用者が作業所の利用を始める

際に、あらか じめ家族や本人から障害の内容や疾

表2訴 えのない利用者の変調を早期に発見するための手がかり

1) 通常の様子を把握した上で通常との違いから変調に気付く

2) 壮年期特有の健康問題、原疾患か ら注意す ること、起 こりやす い症状の把握

3) 健康ファイルの活用

4) 家族やグループホーム職員との連絡帳を通じた情報交換

5) 職員会議や職員間の連携による情報交換

6) 物的環境や人的環境の変化、季節や天気の変化
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患、生活の様子、出生歴や生活歴を確認 した もの

をまとめたもので ある。作業所で生活を始めてか

らは、作業所での健康診断の結果や、医療機関の

受診の結果を記載 していた。また、作業所で発作

な どが起き、病気になった ときはその ことも記載

していた。発作の型は年々変化 してい くので、発

作の状況 を記録す ることで、よ り重症化 している

ことなどを経年的に確認することができるように

していた。

4)家 族やグルー プホーム職員 との連絡帳 を通

じた 情報交換

毎朝利用者が来所すると、職員が必ず連絡帳 に

目を通 していた。家庭やグループホームでの利用

者の様子や生活 を連絡帳で確認することで、そ の

日の利用者の状態 を把握 し、起 こりうる変調を予

測 しなが らかかわっていた。例えば、連絡帳を通

じて睡眠不足や食欲不振を伝えて もらうことで、

職員がその利用者を特に気をつけて観察するきっ

かけとな っていた。帰宅時には、職員か ら家族や

グループホーム職員に注意 してほしいことを連絡

帳で伝え、家庭やグループホームで も利用者の変

化 を見落 とす ことを防いでいた。

大 阪 大 学 看 護 学 雑 誌Vo1.14No.1(2008)

5)職 員会 議や職員間 の連 携 による情報交換

一部の職員だけでは利用者の生活を常時見守る

ことがで きないため、職員全員で利用者の様子を

観察 し、情報を共有することで常に利用者の変調

に気付 くことができるように していた。また、経

験豊富な職員のアセスメントを共有することで新

人職員のスキルアップにつなげていた。

6)物 的環境や 人的環境 の変化、季 節や 天気

の変 化

利用者は生活環境の変化や季節・天気の変化に

敏感で、体調を崩す ことや、発作 を起 こしやす く

なるので、住環境 ・気象の変化や家族構成に変化

があった ときには注意して利用者の様子 を観察 し

ていた。また、工事の音で気分を悪 くすることや、

予定 していた時間通 りに物事が進まないときに変

調 をきたす人 もいたので、そのよ うな点にも配慮

しなが らかかわっていた。

3.利 用者 の変調 の原 因や 漠然 とした訴 えの

内容 を判 断す るための情報収 集方法

利用者の変調 に気付 いた後、その原因を判断す

る ときの方法 を5つ のカテゴリー に分類す ること

ができた(表3)。 以下に5つ のカテゴ リーについ

て詳述する。

表3利 用者の変調の原因や漠然とした訴えの内容を判断するための情報収集方法

1) 計測による情報収集(バイタルサインズの測定)

2) 家族やグループホーム職員 との連絡、情報交換

3) 作業所での生活全体 の観察

・一人の職員だけでなく、他の職員の観察 した様子 を聞く

・昼食時間や休み時間な どの仕事以外の時間の様子 を観察す る

・作業所に来 る前の時間か らの症状 を確認する

・その時の様子だけでな く、1日 か けて様子を観察する

・それまでの経験 に基づき利用者の表情や行動の変化 を観察す る

4) 丁寧な問診と触診

5) 過去の病歴や症状から考えられる仮の判断
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D計 測 によ る情報 収集(バ イ タルサ イ ンズ

の測 定)

利用者の訴えを客観的に判断す るために、訴え

や通常 と違 う行動が見 られれ ば、必ずバイタルサ

イ ンズの測定 を行 っていた。

2)家 族や グルー プホー ム職員 との連絡、情

報 交換

利用者 に何 か訴えがあった ときや、何か通常 と

違 う行動をとった ときは、その原因を探るために

家庭や グループホームに連絡 して何かきっかけが

なかったか確 認していた。家庭 と作業所では様子

が違 う利用者 もいるので、家庭 と密に連絡を と

り、利用者の言動の意味の把握に努め、異常の表

出かどうかについて判断 して いた。また、変調や

訴えはあったが他 に異常がな く、特に問題な く作

業所で過 ごす ことができた として も、連絡帳で作

業所での様子やバイタルサイ ンズを伝え、家庭で

の注意を促 していた。

3)作 業所 で の生活 全体 の観察

利用者か ら体調不良の訴えがあったがバイタル

サインズに異常がな く、特に原 因となる症状が見

当た らないときは、そ の訴えが気分的なもの(例

えば、仕事 をした くないか ら休みた い)か ら出て

いるのか、本 当に異常の表出なのか を判断す るた

めに、仕事場面だけでな く食事中や休み時間など

他の場面 の様子 も観察 して判断 して いた。同時

に、いつか ら体調が悪いのかなど、一 日かけて訴

えの原因が何であったのか見極めていた。また、

職員一人の観察だけでな く、他の職員か らもその

利用者の様子 を聞いて確認 していた。

利用者は自分の言葉で異常を説明することが難

しいので、職員が利用者の生活 をよ く観察 してお

く必要があった。例えば、作業中の事故 について

は、利用者か らの訴えがないこともあるので、目

に見える怪我がない場合は職員が事故 自体に気づ

かない可能性 もある。そのため、職員 は利用者の

安全を守るために生活全体 に目が行き届くよう配

慮 していた。

4)丁 寧 な 問診 と触診

利用者は言葉だけで症状をうまく説明す ること

が難 しく、「しんどい」 という言葉が どこの どの

ような不調を訴えているのか明確でないことが多

いことが述べ られていた。また、利用者が身体 の

部位 を言 うときに、言葉で正確 に表現できない こ

とがあるので、実際に指を差 して もらうことや、

職員が体 に触れ ることで確認をしなが ら話を聞い

ていた。利用者の表現力には限界が あるので、そ

の話をよく聞き、触診 して訴えの内容を確認す る

必要があった。

5)過 去 の病 歴 や 症 状 か ら考 え られ る仮 の

診 断

利用者の表情や行動が通常 と違 うとき、それが

体調不良によるものか、気分が落ち込んでいるた

めのものか、判断す るためには、職員がその利用

者 とのかかわ りの中で蓄積 してきた情報をもとに

行っていた。利用者か ら何か訴 えがある時や、利

用者 に変調が あった時は、過去の病歴や症状 を振

り返って原因やその後起 こりそうな事態を予測 し

ていた。訴えの原因として考え られ る仮の診断を

班職員 と一緒に複数立てて、利用者のその後 の様

子 を観察 しなが ら原因を特定 していた。経験 がな

ければ判断できない部分はあるが、アセスメ ント

を職員 同士が互 いに伝 え合うことで、観察の視点

や判断するための情報 を引き継 いでいた。

VI.考 察

利用者の体調不 良を早期発見する方策 として

は、まず、「訴えのない利用者の変調を早期 に発

見す るための手がか り(表2)」 か ら利用者の変

調に気付 き、次に、「利用者の変調の原 因や漠然

とした訴えの内容を判断するための情報集収方法

(表3)」 をもとに変調の原因を特定 しよ うとして

いることが明 らかになった。

「障害を持つ人たちは 自分の体調の変化 を見つ

けそれ を表現す るということが大変下手 です 。」

10)と あるよ うに、知的障害 を持つ利用者 にとっ

ては自分の体調の変化 に気づ くことす ら困難な場

合がある。そのよ うな利用者の変調にいち早 く気

付 くためには、「『いつ もと違う』ことの発見は『い

っ もの様子 』をよ く知っていることが不可欠な前
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提にな ります。それはその人のキ ャラクター を始

め、その人の表現の癖、健康的な癖(中 略)も 含 め

て知っている とい うことです。」11)と あるよ う

に、「訴 えのない利用者の変調を早期 に発見 する

ための手がか り(表2)」 の視点を常に考慮 しな

が ら利用者 とかかわ る必要が あることが示 され

た。しかし、利用者は年齢 も性別 も障害の程度 も

合併症 もさまざまであ り、利用者全員 に共通 して

使用できる変調発見のための枠組み というものは

ない。この ことか ら、利用者の体調不 良を早期発

見す る上で、まず 「変調 に気付 く」こと自体が困

難であるということが言える。一般 の入院患 者な

どは、すでに体調不良を 自分で 自覚 して表出 した

ことで治療が始 まる。また、自分の症状 をうまく

説明する ことが困難な小児で あって も、小児医学

や小児看護学の知識の体系化が進展 した ことで、

乳幼児健診などによって異常の早期発見がよ り容

易 になってきた。しか し、利用者の場合は一人一

人の通常の状態や特徴、生活環境を十分に把握 し

た上で、変調が起 きる可能性を予測 しなが ら職員

が変調や異常に気づく必要があることが明らかに

なった。

二つ 目の困難 さは、利用者の変調 のサイン自体

が本当に体調不良の訴えなのか単に仕事をした く

ない思いか ら出ているものなのかを判断する こと

が難 しいということである。変調 に気付いても、

その原因の特定が困難であるということは、「利

用者の変調の原 因や漠然 とした訴えの内容を判断

するための情報集収方法(表3)」 か らも明 らかで

ある。利用者の変調の原因を判断す るためには、

利用者か ら得 られる限られた情報の中で職員の推

察に頼る部分 も大きい。そのため作業所では職員

同士が連携 し、情報やアセスメン トを共有するこ

とで、個々の職員の力量によって利用者への対応

に差が出ないように していた。

次に、利用者の変調の原 因を正確 に判断するに

は、よ り多 くの情報 を集めて考察 して いく必要が

ある。そ こで、職員 同士が持っている情報を共有

する ことは、変調の原因を特定す るために必要で

あることが明 らかになった。しか し、多 くの情報
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が集 まって も、経験の少ない職員では、その情報

か ら原因を特定するアセスメン トカや利用者の通

常の全体像の把握が不十分であることが予想され

る。そ こで、利用者の変調の原 因を判断す るとき

に、経験豊富な職員のアセスメン トを共有 し、観

察の視点や判断するための方策を職員間で引き継

ぐことで、経験の浅い職員のスキルアップにつな

げる ことが可能であった。利用者の体調管理を行

うために、経験豊富の職員か ら、新人職員への知

識の伝授は重要である ことが示唆された。

V闘.結 論

1)訴 えのない利用者の変調を早期発見するため

には、6項 目か らなる手がか りをもとに職員や

家族が連携 して利用者 に働きかける必要があっ

た。また これ らの手がか りか ら、利用者の通常

の様子 を把握 し、起 こりそ うな変調を予測 して

関わっていた。

2)利 用者の変調を発見 したあと、5項 目か らな

る情報収集方法をもとにその原因を判断 してい

た。利用者か ら得 られる情報 に限界があるとい

う点で、原因の特定は大変困難で あり、職員の

経験 をもとにした推察 に頼るところが大きかっ

た。

3)1)2)の 方策によ り、現状では、すべての

職員が同レベルで利用者の特徴を把握すること

や、利用者の変調に気付 くことは困難である。

そ のため、経験豊富な職員の観察項 目や アセス

メン トを共有することで利用者の変調を早期に

発見 し、原因を特定 していくことが必要である

ことが示唆された。

Vll1.本 研 究 の限 界

本研究は一施設を対象とした調査であるため、

施設利用者の障害の程度や、施設に求められ る役

割が異なる場合の ことは明 らかになってお らず、

一般化するには限界がある。
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